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教 育 長 室 

 

私立小・中学校に通う児童・生徒への給食費相当額支給の方向性について 

 

 

 

  

１ 現状及び東京都の動向を踏まえた方向性 

 区では、長引く物価高騰への対策や、給食費無償化に向けて具体的方策を検討す

るとした国の動向を踏まえ、学校設置者として、令和５年９月から区立学校の給食

費を不徴収としています。また、生活保護や就学援助の受給対象となる世帯におい

ては、子どもが私立学校等に通っている場合でも学校給食に係る費用が支給されて

います。しかし、区在住で私立小学校等に通う児童は全体の約２割、私立中学校等

に通う生徒は全体の約６割に上り、一定数の家庭は給食費無償化の対象外となって

います。 

 こうした中、東京都が私立小・中学校等に通う児童・生徒の保護者に対して給食

費相当額の補助を実施する区市町村に対し、令和８年度から補助を実施する方針を

示しました。東京都の動向を踏まえ、区として私立学校等に通う児童・生徒を対象

とした給食費相当額の支給を実施します。 

 

２ 実施内容   

（１）対象 

   以下のすべてに該当する子ども 

   ア 港区に住民登録があること 

イ 当該年度に小学１年生から中学３年生の学齢であること 

ウ 港区立学校に在籍していないこと 

   ※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外 

    ・現在通っている学校で給食費が無償化となっている場合 

    ・生活保護、就学援助、東京都就学奨励事業等の他制度により給食費相当額

の支援を受けている場合 

（２）支給金額（想定） 

   小学生 ７４，８００円  ※想定対象人数 約４，０００人 

   中学生 ８８，０００円  ※想定対象人数 約４，１００人 

（３）実施方法 

   区立学校以外に通う学齢期の子どもがいる家庭に対して申請書類を送付し、提

出された申請内容等に応じて支給金額を決定のうえ指定口座に入金します。支給

は年間３回に分けて行い、各回の基準日に住民登録がある子どもを対象とします。 

 

 

私立小・中学校に通う児童・生徒を対象とした給食費相当額支給について、対象

や支給金額、実施方法を協議します。 
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３ 事業規模（予定）    

  ７００，０００千円 

 【内訳】 

・補助金  ６６０，０００千円 

  ・委託料   ４０，０００千円 

   ※東京都における私立小中学校等給食費負担軽減区市町村補助事業により、私

立小・中学校及び私立特別支援学校に通う児童・生徒に支給する金額につい

ては一定の歳入が見込まれています。補助上限単価等の詳細は今後東京都か

ら示される予定です。 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和８年 ４月１７日 庁議における審議 

４月２３日 教育委員会定例会（審議） 

５月    区民文教常任委員会 

６月    港区議会第二回定例会補正予算上程 

８月    委託事業者との契約 

８～１０月 システム構築、コールセンター、ＢＰＯセンター開設       

１１月   対象者あて申請書類送付開始 

 


